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前文  

地方独立行政法人神戸市民病院機構（以下「市民病院機構」という。）は平

成 21年の法人設立以降、市民の生命と健康を守るという基本理念のもと、質の



高い標準医療をはじめ、神戸市の医療政策の中で担うこととしている救急医療、

小 児 ・ 周 産 期 医 療 、 感 染 症 医 療 、 高 度 医 療 及 び 専 門 医 療 な ど （ 以 下 こ れ ら を

「政策的医療」という。）を行い、市民病院としての公的役割を果たしてきた。  

引き続き市民病院として役割を果たすため、以下の基本理念のもと、神戸市

長から指示された中期目標の達成に向け、次のとおり中期計画を定める。  

【基本理念】  

・地方独立行政法人神戸市民病院機構の役割は、市民の立場に立って、人

間性豊かであたたかく、質の高い医療を安全に提供することにより、市

民の生命と健康を守ることにあります  

・地方独立行政法人神戸市民病院機構は、市民の信頼に応えるため、より

多くの市民に効率的に医療を提供することに努めます  

第１  中期計画の期間  

   令和６年４月１日から５年間とする。  

なお、本計画は、新型コロナウイルス感染症に対応した第３期中期計画

の状況を踏まえ策定するものであり、第４期中期計画の期間内であっても、

新たな感染症や災害など社会情勢や医療を取り巻く様々な環境の大きな変

化があった場合、必要に応じて検証を行う。  

第２  市民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を

達成するためとるべき措置  

１  市民病院としての役割を踏まえた医療の提供  

⑴  中央市民病院の役割  

ア  日本屈指の救命救急センターとしての役割の発揮  

・日本屈指の救命救急センターとして、新興感染症拡大時等の非常時に

おいても途切れることなく 24時間救急医療を提供し、全国トップレベ

ルの応需率を維持するなど、あらゆる救急疾患から市民の生命を守る。  

・精神科身体合併症病棟を活用し、様々な患者の状態に応じた治療を行

うとともに救命救急医療の更なる充実をめざす。  

・救急医療に携わる人材の育成を更に推進し、地域における救急医療向

上への役割を果たす。  



イ  高度な専門医療の提供  

・地域医療機関との連携及び役割分担のもと、がんや脳血管障害、心血

管疾患など様々な疾患について、本市の基幹病院として求められる高

度な専門医療を提供する。  

・手術支援ロボットの活用、大学等と連携したがんゲノム医療など市民

に最新最良の医療の提供をめざす。  

・連携会議を通じて、メディカルクラスター（神戸医療産業都市に集積

する高度専門病院群）における各医療機関の特性、役割を踏まえ、高

度な専門医療の提供にかかる連携を推進する。  

ウ  神戸医療産業都市の中核機関として治験・臨床研究の推進  

・神戸医療産業都市の中核機関として、最先端の治験・臨床研究を積極

的に推進し、生命の維持と生活の質の向上につながる新たな医療を創

造することで、市民の健康の増進と医療の発展に貢献する。  

・神戸医療産業都市進出企業をはじめとする開発企業等との連携による

医師主導治験や特定臨床研究を推進し、新たな医薬品・医療機器等の

開発に貢献する。  

・法令等に則り、倫理性と科学性を確保するとともに、円滑かつ安全に

研究を遂行できるよう、研究を管理し、研究者と被験者を支援する。  

エ  高度な小児・周産期医療の提供  

・総合周産期母子医療センターとして、産科合併症や合併症妊娠 といっ

た、母子にとってハイリスクとなる出産に対し、専門各科と連携して、

小児・周産期医療を安定的に提供する。  

⑵  西市民病院の役割  

ア  地域の患者を 24時間受け入れる救急医療の提供  

・年間を通じて 24時間体制で救急医療を提供し、地域住民の安心及び安

全を守る。  

・地域医療支援病院として、医師をはじめとする全職種が救急医療の重

要性を認識し、救急車搬送応需率を高い水準で維持し、救急車受入患

者数を 4,500人以上とするなど、市や地域の関係機関と連携しながら、



地域全体の救急医療の充実をめざす。  

目標値  

項目  目標値  

救急車受入  （人）  4,500 以上  

イ  高齢化の進んでいる地域の医療機関として、低侵襲医療とＡＤＬを

重視し、地域の医療介護機関との連携により治し・支える医療の提供  

・がん治療などにおいて、手術支援ロボット、腹腔鏡手術、内視鏡手術

と免疫化学療法などを駆使し、低侵襲な治療に取り組む。  

・健康寿命の延伸をめざし、地域医療機関や介護施設等と連携し、生活

習慣病の悪化防止、フレイルやサルコペニアの発生予防、運動機能の

維持・回復などに取り組む。  

ウ  地域のハイリスク分娩に対応できる周産期医療の提供  

・市街地西部における周産期医療施設として、質の高い周産期医療を安

定的に提供するとともに、ハイリスク妊娠・ハイリスク分娩等への対

応も含めた役割を継続する。  

エ  地域需要に対応した小児医療の提供  

・小児二次救急体制を継続し、小児救急医療の安定的な提供に努める。  

・急性期疾患を中心に、地域の医療機関では困難な小児疾患に対応する。  

オ  認知症患者に対する専門医療の提供  

・認知症疾患医療センターとして、認知症鑑別診断等を実施し、認知症

に対して進行予防から地域生活の維持まで必要となる医療を提供でき

る体制を引き続き構築する。  

・市の施策である「認知症の人にやさしいまちづくり」の推進に向け、

地域の医療機関と協力しながら、院内外の交流会、研修会を開催する

など、認知症疾患に携わる医療、介護等の多職種の連携を強化する。  

⑶  西神戸医療センターの役割  

ア  地域の医療機関と連携した 24時間体制での救急医療の提供  

・年間を通じて 24時間体制で救急医療体制を確保するほか、救急医療に

関連して高度急性期医療の充実を図り、地域住民が安心できる医療を



提供する。  

・地域の中核病院として、救急車受入患者数を 5,000人以上とするととも

に、近隣の消防署と密に連携し、重症・重篤な救急患者に対しても迅

速な救命措置を行える体制の維持・向上に努める。  

目標値  

項目  目標値  

救急車受入  （人）  5,000 以上  

イ  地域における小児救急・小児医療の拠点機能の提供  

・小児の二次救急体制に参加するとともに、全日準夜帯（ 17時～ 24時）

の救急受け入れを安定的に継続し、小児患者の救急車搬送についても

可能な限り応需する。  

・地域の医療機関と連携し、幅広い小児疾患に対応する。  

ウ  地域における高度な周産期医療の提供  

・地域医療機関との連携及び役割分担のもと、ハイリスクな妊婦や救急

時の受け入れをはじめ、地域の需要に対応した周産期医療を提供し、

地域周産期母子医療センターと同程度の機能を果たす。  

・少子化の中で、地域のニーズに対応できる分娩施設の整備に取り組む。  

エ  がん患者への幅広い支援と集学的治療の提供  

・地域がん診療連携拠点病院として、がん治療の専門性を最大限に活か

し、地域医療機関とともに患者・家族が安心して生活できる診療連携

体制を維持する。  

・手術支援ロボットによる低侵襲な手術や化学療法、放射線治療を組み

合わせた集学的な治療の実施及びがん相談支援センターを中心とする

患者支援に取り組む。  

・遺伝カウンセリング及び遺伝学的検査を実施し、がんゲノム医療を推

進する。  

オ  結核医療の中核機能の提供  

・市内唯一の結核病棟を有する病院として、結核患者にも対応できる手

術室や血液透析室などの設備を活用するなど、感染症対策 の強化を図



りながら引き続き総合的な結核医療を提供する。  

⑷  神戸アイセンター病院の役割  

ア  標準医療から最先端の高度な眼科医療まで質の高い医療の提供  

・地域医療機関との連携や機能分担を推進し、隣接する中央市民病院と

の連携を行い、安全で質の高い標準医療を提供するとともに、高度で

専門性を必要とする眼疾患に対応する。  

・開発を進めてきたｉＰＳ網膜色素上皮細胞移植や視細胞移植などの再

生医療や遺伝子検査・治療などの高度医療を世界に先駆けて提供する

とともに、国内外への普及を支援する。  

 目標値  

項目  目標値  

紹介患者数（１日あたり）  

逆紹介患者数（１日あたり）   

（人）  

（人）  

11.2 以上  

13.5 以上  

イ  治験・臨床研究を通じた次世代医療の開拓  

・より有効で安全性の高い治療をめざし、国内外の研究機関等と連携し、

眼疾患に係る治験・臨床研究に積極的に取り組む。  

・眼科領域における遺伝子検査・治療の臨床研究・治験の実施体制を整

備するとともに、ｉＰＳ細胞治療の臨床研究においては、先進医療等

の実用化を進め、神戸医療産業都市及び世界の眼科医療に貢献する。  

ウ  患者の日常生活支援と患者満足の向上  

・日常生活に支援が必要な患者について、ロービジョンケア施設である

ＮＥＸＴ  ＶＩＳＩＯＮ等を適切に紹介しつなげることで、アイセンタ

ー全体として眼のワンストップセンターとしての役割を果たす。  

・眼科専門病院として、全部門が来院者の特徴に配慮したサービスを提

供し、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）等も含めて患者満

足の向上に向けた取り組みを推進する。  

エ  診療・臨床研究を担う未来の医療人材育成  

・臨床、教育、研究それぞれに取り組み、日本の眼科の未来を担う人材



の育成に取り組む。  

・モチベーションの好循環となるよ う、業績に応じた職員への評価やＤ

Ｘ等による働きやすい職場づくりを進める。  

⑸  共通の役割  

ア  災害医療の提供  

・非常時にも継続して医療を提供できるように平時からＢＣＰ等を適宜

見直すとともに訓練及び研修に取り組む。  

・大規模災害発生時等には市、県及び地域医療機関と連携を図りながら

市民の安全確保に率先して取り組む。  

・大規模災害等に備え、３日間の食料や３日間以上の医薬品等を備蓄す

るなどの必要な対策を講じる。  

イ  新興感染症等への対応  

・新興感染症の発生に備え、平時から対応マニュアルの適宜見直しや施

設整備、対応可能な職員の育成等を実施する。  

・新興感染症発生時は、市内唯一の第一種感染症指定医療機関である中

央市民病院をはじめ、各病院がそれぞれの役割に応じて、市、県及び

関係機関と連携しながら、感染症発生初期における患者受け入れなど、

感染症医療に率先して取り組む。  

・平時より標準的な予防策を徹底するとともに、地域医療機関への指導

的役割を果たす。  

・新興感染症のみならず、既存の感染症に対しても関係機関と連携しな

がら各病院の機能及び特性を生かした取り組みを推進する。  

２  地域医療機関との連携強化及び地域への貢献  

⑴  地域医療機関との連携強化  

・オープンカンファレンス等を積極的に実施することなどにより、顔の

見える連携を強化し、地域医療機関との役割分担のもと紹介、逆紹介

を進める。  

・地域の在宅診療医や介護施設、訪問看護ステーション等との多職種で

の連携を強化し、患者やその家族等の状況に応じた入退院の支援を実



施することなどにより、地域包括ケアシステムの推進・運用に努める。  

目標値   

項目  
目標値  

中央  西  西神戸  

紹介率  

逆紹介率  

（％）  

（％）  

75 以上  

135 以上  

57 以上  

113 以上  

80 以上  

90 以上  

 

項目  
目標値  

アイ  

紹 介 患 者 数 （ １ 日 あ た り ）  

※再掲  

逆紹介患者数（１日あたり）  

※再掲  

（人）  

 

（人）  

 

11.2 以上  

 

13.5 以上  

 

⑵  人材育成等における地域貢献  

・高度・急性期医療等を学ぶ場として臨床研修医・専攻医に対する研修

教育指導体制を充実させ、将来を担う若手医師を育成する。  

・医学部生、看護学生、薬学部生をはじめとした医療系学生の実習を受

け入れ、地域における優秀な人材の育成と医療の質向上に貢献する。  

⑶  市民への情報発信  

・各病院の特色や治療実績、経営状況等について、広報誌やホームペー

ジ等を活用して、情報を発信する。  

・市民の健康向上のため、最新の治療情報や日常生活の注意点等につい

て公開講座などを通じて発信し、市とともに健康づくり施策に取り組

む。  

３  信頼と満足が得られる医療の提供  

⑴  患者の意思決定の支援  

・患者や家族との相互理解を図り、患者の意思決定を尊重したインフォ

ームド・コンセント（患者への分かりやすい説明を行った上で同意を

得ること。）を徹底する。  



・患者がより良い治療方法を選択し、納得して治療を受けるための判断

材料としてもらうため、希望する患者に対しセカンドオピニオン（診

断や治療方針について主治医以外の医師から意見を聴くこと。）を行

う。  

⑵  医療安全対策の徹底  

・患者の安全を最優先に万全な対応を行うことができるように、医療安

全に関する情報の収集及び分析を行い、医療安全対策を徹底する。  

・院内で発生したインシデント（医療の全過程のうちいずれかの過程に

おいて発生した、患者・医療従事者に被害を及ぼすことはなかったが

注意を喚起すべき事例）及びアクシデント（患 者・医療従事者に傷害

を及ぼした事例）について、その内容を分析・共有し再発防止に取り

組むなど、医療安全意識の醸成に努める。  

・医療事故が発生した場合には、適切な対応を取るとともに、公表指針

に基づき公表し、信頼性と透明性を確保する。  

⑶  最適な医療の提供  

・急性疾患を有するなどクリニカルパス（入院患者に対する治療内容を

標準化した計画書）の適用が困難な患者を除き、クリニカルパスを積

極的に適用するとともに、適切に見直す。  

・高齢化の進展により疾病の複雑化への対応が求められる状況において、

患者に最適な医療を提供する。  

⑷  患者サービスの向上  

・患者やその家族が院内で快適に過ごすことができるよう、ＤＸを進め

ながら、待ち時間対策や職員の接遇能力の向上、多言語対応等を図る。  

・患者満足度 95％以上をめざして、定期的なアンケート調査や意見箱の

設置等によりニーズを的確に把握し、問題点の評価・改善を繰り返す

ことで、患者サービスの向上を図る。  

 目標値  

項目  目標値  



法人全体  

患者満足度調査（入院・外来）   （％）  95 以上  

第３  業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置  

１  優れた専門職の確保と人材育成   

⑴  職員の能力向上等への取り組み  

・市民病院職員としての使命感を持ち、高い専門性と協調性、豊かな人

間性を兼ね備えた医師、看護師、コメディカルスタッフ、事務職員等

の確保・育成に取り組む。  

・事務・コメディカル等職員が必要な技能や知識を習得できるよう資格

取得支援を継続する。また、大学院や助産師学校等への留学制度（長

期国内留学）、国内外の医療機関・研究機関・大学等で研鑽を積むた

めの「医師研究休職制度」・「短期国内外派遣制度」等を活用するこ

とにより、教育及び研修の機会を充実し、指導者も含めた次世代医療

を担う人材を育成する。  

⑵  医師等の働き方改革の推進  

・ＤＸの推進や多職種連携によるタスクシフト・タスクシェアの推進、

業務の効率化、労働時間の適正化など、医師をはじめとする全職員の

業務負担軽減を図り、働き方改革を推進する。  

・特に医師については、令和６年度から「労働時間の上限規制」が適用

されることから法基準を遵守するとともに、健康確保に取り組み、持

続可能な医療体制の維持を図る。  

⑶  職員が意欲的に働き続けることのできる環境づくり  

・職員の能力や貢献度が各病院の特性に応じて適正に評価され る人事給

与制度や、柔軟な勤務体制の構築など、全職員が意欲的に働くことの

できる環境づくりをめざす。  

・研修等の実施により、ハラスメント対策を推進する。  

・育児中の職員の「仕事と家庭の両立」を支援するため、育児に関する

制度を継続して見直すなど、安心して働き続けることができる環境を

整備する。  



２  効果的かつ効率的な業務運営体制の構築  

・常任理事会等で各病院の課題などを共有しながら、医療や病院経営を取

り巻く環境の変化に対し、迅速かつ効果的・効率的に対応した組織運営

を行う。  

・医療法をはじめとする関係法令遵守の徹底と業務運営の透明化を推進す

る。  

・臨床研究を含めた業務全般について内部監査を実施する。  

第４  財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置  

１  経営改善の取り組みと経常収支目標の達成  

⑴  経常収支目標の達成に向けた収入確保及び費用の最適化  

・各病院が機動的かつ戦略的な病院経営を行うことで、新西市民病院再

整 備 に か か る 影 響 を 除 き 、 経 常 収 支 （ 政 策 的 医 療 に か か る も の を 除

く。）において、第４期中期目標期間中の収支均衡を達成する。  

・効率的な病床運営、地域医療機関との連携推進等による新規患者の受

け入れ、診療機能の強化等により医業収益を確保する。  

・４病院体制のメリットを活かし、品目の統一化・在庫の適正化等の取

り組みを進めるほか、各病院での業務効率化を進め、費用の削減を徹

底する。  

 目標値   

項目  
目標値  

中央  西  西神戸  

経常収支比率  

医業収支比率  

病床利用率  

平均在院日数  

新 規 患 者 数 ・

入院（一般）  

新 規 患 者 数 ・

（％）   

（％）  

（％）  

（日）  

（人）  

 

（人）  

100 以上  

98.3 以上  

92.0 以上  

11.0 以下  

22,895 以上  

 

75,838 以上  

100 以上 ※  

97.5 以上 ※  

90.0 以上  

12.0 以下  

9,363 以上  

 

19,200 以上  

100 以上  

99.5 以上  

91.0 以上  

10.0 以下  

14,124 以上  

 

37,436 以上  



外来（一般）    

 

項目  
目標値  

アイ  法人全体  

経常収支比率  

医業収支比率  

病床利用率  

平均在院日数  

新 規 患 者 数 ・

入院（一般）  

新 規 患 者 数 ・

外来（一般）  

（％）  

（％）  

（％）  

（日）  

（人）  

 

（人）  

100 以上  

98.7 以上  

79.7 以上  

3.6 以下  

2,409 以上  

 

4,579 以上  

 

100 以上 ※  

98.5 以上 ※  

－  

－  

－  

 

－  

  ※新西市民病院再整備にかかる影響を除く。  

⑵  計画的な投資の実施  

・高度医療機器等について、社会情勢や医療需要の変化等を踏まえ、収

支の見通しを立てた上で計画的に投資を行う。  

・建物設備の経年劣化を踏まえ、社会情勢や医療需要に対応するため、

中長期的な視点で保全・整備を検討し、実施する。   

第５  その他業務運営に関する重要事項を達成するためにとるべき措置  

１  ＤＸの推進  

・全国医療情報プラットフォームをはじめとする国の方向性を十分注視し

ながら、各病院の状況に応じ迅速に対応する。  

・ＡＩを搭載したシステムやＲＰＡ（ロボティック・プロセス・オートメ

ーション）など、最新のデジタル技術を積極的に導入することで、業務

の抜本的な見直し、効率化を図り、医療機能や患者サービスの向上、職

員の働き方改革等を進める。  

・情報統合基盤を経営分析や臨床研究などで積極的に活用し、市民病院間

の医療情報の共有・連携をさらに進めるなど、医療情報システムの最適

化に取り組む。  



２  情報セキュリティ対策  

・情報セキュリティリスクに対し、これを回避、低減する技術的対策を講

じるとともに、定期的にネットワーク等の安全性を確認する。  

・ デ ー タ の バ ッ ク ア ッ プ を 確 実 に 行 う ほ か 、 Ｂ Ｃ Ｐ 等 の 適 宜 見 直 し や訓

練・研修の実施など、万一のサイバー攻撃に備える。  

３  西市民病院の再整備  

・市と十分に連携を図りながら、救急医療、感染症・災害医療をはじめと

した政策的医療を充実させるなど、市街地西部の中核病院として担うべ

き役割の実現に向け、令和 10年度中の開院をめざして事業に取り組む。  

・重症系病床を増床し、高度かつ専門的な医療及び急性期 医療の対応強化

を図る。  

・新興感染症発生初期において患者受け入れが迅速にできるよう、柔軟に

対応できるスペースの確保、動線に配慮した施設設備とするなど、感染

症対応の強化を図る。  

・大規模災害時にも診療機能を継続できるよう地震に強い免震構造等を導

入するとともに、若松公園と病院の一体的な活用による、地域の災害対

応機能の強化にも繋がる配置計画とする。  

・現病院から新病院への円滑な移転を行うとともに、新病院開院後の運営

の早期安定化に努める。  

第６  予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画  

「第４  財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置」を

着実に実行することにより、運営費負担金等の交付のもと、市民病院として

の役割を果たすとともに、安定的な経常収支及び資金収支の維持を図る。  

１  予算（令和６年度からの５年間）          （単位：百万円）  

区    分  金    額  

   収入  

   営業収益  

     医業収益  

 

429,534 

399,965 



     運営費負担金  

     その他営業収益  

   営業外収益   

     運営費負担金  

     その他営業外収益  

   臨時利益  

     運営費負担金  

     その他臨時利益  

資本収入  

     運営費負担金  

     運営費交付金  

     長期借入金  

その他資本収入  

   その他の収入  

   計  

28,013 

1,556 

5,445 

1,313 

4,132 

0 

0 

0 

50,544 

1,135 

0 

49,409 

0 

0 

485,523  

   支出  

   営業費用  

     医業費用  

       給与費  

       材料費  

       経費  

       研究研修費  

     一般管理費  

       給与費  

       経費  

       研究研修費  

   営業外費用  

   臨時損失  

 

400,985 

395,467 

167,850 

139,176 

84,276 

4,165 

5,518 

2,195 

3,224 

99 

3,049 

0 



資本支出  

     建設改良費  

     償還金  

     その他の資本支出  

   その他の支出  

   計  

75,352 

50,677 

23,775 

900 

0 

479,386  

［人件費の見積り］  

期間中総額 170,045 百万円を支出する。  

なお、当該金額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、時間外勤務

手当及び休職者給与の額に相当するものである。  

［運営費負担金の繰出基準等］  

救急医療等の行政的経費及び高度医療等の不採算経費については、毎年度

総務省が発出する「地方公営企業繰出金について」に準じた考え方により算

出する。建設改良費及び長期借入金等元利償還金に充当される運営費負担金

等については、経常費助成のための運営費負担金等とする。  

ただし、用地取得に係る建設改良費及び長期借入金元金償還金に充当され

る運営費負担金等については、資本助成のための運営費負担金等とする。  

２  収支計画（令和６年度からの５年間）         （単位：百万円）  

区    分  金    額  

収入の部  

   営業収益  

     医業収益  

     運営費負担金収益  

     補助金等収益  

     寄付金収益  

     資産見返運営費負担金戻入  

     資産見返運営費交付金戻入  

     資産見返補助金戻入  

 

429,593 

398,934 

28,013 

781 

607 

0 

94 

839 



     資産見返寄付金戻入  

     資産見返物品受贈額戻入  

     その他営業収益  

   営業外収益   

     運営費負担金収益  

     その他営業外収益  

   臨時利益  

運営費負担金収益  

     その他臨時利益  

107 

64 

154 

5,237 

1,313 

3,924 

0 

0 

0  

    支出の部  

   営業費用  

     医業費用  

       給与費  

       材料費  

       経費  

       減価償却費  

       研究研修費  

     一般管理費  

       給与費  

       経費  

       減価償却費  

       研究研修費  

   営業外費用  

       財務費用  

       控除対象外消費税  

       控除対象外消費税償却  

       営業外雑支出  

   臨時損失  

 

411,114 

405,618 

170,518 

127,055 

77,138 

27,054 

3,853 

5,496 

2,237 

2,351 

816 

92 

24,407 

2,914 

19,563 

1,797 

133 

2,547  

  



純利益  

目的積立金取崩額  

総利益  

▲ 3,238 

0 

▲ 3,238  

  ※新西市民病院再整備にかかる影響 3,829百万円を除くと経常収支は 591

百万円の黒字。  

３  資金計画（令和６年度からの５年間）         （単位：百万円）  

区    分  金    額  

  資金収入  

   業務活動による収入  

     診療業務による収入  

     運営費負担金による収入  

     その他の業務活動による収入  

   投資活動による収入  

     運営費負担金による収入  

     運営費交付金による収入  

     その他の投資活動による収入  

   財務活動による収入  

     長期借入れによる収入  

     その他の財務活動による収入  

   前期中期目標の期間よりの繰越金  

 

434,979 

399,965 

29,326 

5,688 

1,135 

1,135 

0 

0 

49,409 

49,409 

0 

16,559  

    資金支出  

   業務活動による支出  

     給与費支出  

     材料費支出  

     その他の業務活動による支出  

投資活動による支出  

     有形固定資産の取得による支出  

     無形固定資産の取得による支出  

  

404,034 

170,045 

139,176 

94,813 

51,577 

41,163 

9,514 



     その他の投資活動による支出  

   財務活動による支出  

     長期借入金の返済による支出  

     移行前地方債償還債務の償還による支出  

     その他の財務活動による支出  

   次期中期目標の期間への繰越金  

900 

23,775 

22,596 

1,179 

0 

22,696  

  第７  短期借入金の限度額  

１  限度額  10,000百万円  

２  想定される短期借入金の発生理由  

⑴  賞与の支給等による一時的な資金不足への対応  

⑵  予定外の退職者の発生に伴う退職手当の支給等、偶発的な出費への対

応  

第８  重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画  

なし  

第９  剰余金の使途  

決算において剰余を生じた場合は、病院施設の整備・修繕、医療機器の購

入、人材育成及び能力開発の充実等に充てる。  

第 10 料金に関する事項  

１  料金  

病院の診療料及びその他の諸料金（以下「診療料等」という。）は次に

定める額とする。  

⑴  健康保険法（大正 11年法律第 70号）、高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和 57年法律第 80号）及びその他の法令等により診療を受ける者  

 健康保険法第 76条第２項（同法第 149条において準用する場合を含む。）、

高齢者の医療の確保に関する法律第 71条第１項及びその他の法令等の規

定に基づき算定する額  

⑵  ⑴に規定する以外の者であって、次の①から③までに掲げる者につい

ては、当該各号の区分に応じ定める額とする。  

①  労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号）第 13条の規定により



診療を受ける者  兵庫労働局長と協定した療養に要する費用の額の

算定方法により算定した額  

②  地方公務員災害補償法（昭和 42年法律第 121号）第 26条の規定により

診療を受ける者  地方公務員災害補償基金支部長と協定した療養に

要する費用の額の算定方法により算定した額  

③  自動車損害賠償保障法（昭和 30年法律第 97号）の規定による損害賠

償の対象となる治療を受ける者、分娩する者及びその他理事長が別

に定める者  理事長が別に定める額  

⑶  前２号以外の額については、以下の表に規定する額とする。  

 種別  金額  摘要  

 

中
央
市
民
病
院 

特室  １人１日につき  ３万円  面 積 が 約 27 ～

30㎡の個室  

 個室Ａ  １人１日につき  １万 5,000円  面 積 が 約 20 ～

26㎡の個室  

病

室

使  

用

加

算

額  

 

個室Ｂ  １人１日につき  １万 1,000円  面 積 が 約 15 ～

18㎡の個室  

個室Ｃ  １人１日につき  9,000円    

西
市
民
病
院 

特室  １人１日につき  ２万 4,000円  面 積 が 約 28 ㎡

の個室  

個室Ａ  １人１日につき  １万 1,000円  面 積 が 約 14 ㎡

の個室  

個室Ｂ  １人１日につき  9,000円    

 

西
神
戸
医
療
ン
タ
ー 

個室Ａ  １人１日につき  １万 4,000円  面 積 が 約 17 ㎡

の個室  

個室Ｂ  １人１日につき  １万円  面 積 が 約 15 ㎡

の個室  

２人個室  １人１日につき  9,000円   

産科個室Ａ  １人１日につき  １万 4,000円  面 積 が 約 17 ㎡



の個室  

産科個室Ｂ  １人１日につき  １万円  面 積 が 約 15 ㎡

の個室  

神

戸

ア

イ

セ

ン

タ

ー

病
院 

個室Ａ  １人１日につき  １万 5,000円  面 積 が 約 22 ㎡

の個室  

個室Ｂ  １人１日につき  １万 1,000円  面 積 が 約 18 ㎡

の個室  

個室Ｃ  １人１日につき  9,000円   

分娩料  １児につき  10万 5,000円  時 間 外 は 20 パ

ーセント増し、

深 夜 は 40 パ ー

セ ン ト 増 し と

する。  

備考  

１  本市に住所を有しない者に係る料金の額は、この表に規定する額の

30パーセント増しとする。  

２  この表において「時間外」とは、休日（就業規則に規定する休日を

いう。以下同じ。）以外の日にあっては午前６時から午前９時まで及

び午後５時から午後 10時までを、休日にあっては午前６時から午後 10

時までをいう。  

３  この表において「深夜」とは、午後 10時後から翌日午前６時前まで

をいう。  

４  病室使用加算額については、この表の金額をそれぞれ超えない範囲

内で理事長が定める額とする。ただし、料金を変更する場合は事前に

市民等に周知し透明性を確保する。  

５  病室使用加算額については、２人用の病室を使用者の申出により理

事長が病院の管理上特に支障がないと認めて１人で使用することを許

可した場合は、 100パーセント増しとする。  

⑷  前３号に規定がないものについては、実費等を勘案し別に理事長の定



める額とする。また、消費税法（昭和 63年法律第 108号）第６条の規定

により非課税とされるものを除く診療料等については、それぞれ当該各

号により算定した額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額

（その額に１円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とす

る。  

２  料金の減免  

理事長が、特別の事情があると認めたときは、診療料等の全部又は一部

を減免することができるものとする。  

第 11 地方独立行政法人神戸市民病院機構の業務運営等に関する規則で定める

業務運営に関する事項  

１  施設及び設備に関する計画（令和６年度からの５年間）  

（単位：百万円）  

施設及び設備の内容  予定額  財源  

病院施設、医療機器等整備  総額    49,409 神戸市長期借入金等  

※１  金額については見込みである。  

※２  各事業年度の神戸市長期借入金等の具体的な内容については、  

   各事業年度の予算編成過程において決定される。  

２  人事に関する計画  

・多様な働き方を選択できる労働環境を整備し、職員一人ひとりがより

良い将来の展望を持てるよう、働き方の改革に取り組むとともに、優

れた専門職の確保と人材育成に努める。  

・医療を取り巻く状況の変化への対応、医療の質向上や医療安全の確保、

患者サービス向上等に十分配慮した上で、業務量や業務内容に応じた

人員配置や多様な雇用形態の活用等により効率的かつ効果的な体制及

び組織を構築する。  

３  中期目標の期間を超える債務負担  

⑴  移行前地方債償還債務               （単位：百万円）  

 中期目標期間償還額  次期以降償還額  総債務償還額  

    



移 行 前 地 方

債償還債務  
1,179 1,879 3,058 

    ⑵  長期借入金                    （単位：百万円）  

 中期目標期間償還額  次期以降償還額  総債務償還額  

長期 借 入 金

償還額  
22,596 72,368 94,964 

⑶  新中央市民病院整備運営事業            （単位：百万円）  

項目  事業期間  
中期目標期

間事業費  

次期以降

事業費  
総事業費  

新 中 央 市 民 病

院 整 備 運 営 事

業  

2024年度～ 2040

年度（ 17年間）  
17,985 42,720 60,705 

４  積立金の処分に関する計画  

前期中期目標期間繰越積立金については、病院施設の整備、修繕、医療

機器の購入、人材育成及び能力開発の充実等に充てる。  


